
　

国
勢
調
査
は
大
正
９
年
以
来
ほ
ぼ
５
年

ご
と
に
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
22
年
国
勢

調
査
は
そ
の
19
回
目
に
あ
た
り
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
は
、
わ
が
国
が
人
口
減
少

社
会
と
な
っ
て
実
施
す
る
最
初
の
調
査
で

あ
り
、
日
本
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
最
新
の
人
口
・
世
帯

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
調
査
と

な
り
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
日
本
国
内
の
人
口
、世
帯
、

就
業
者
な
ど
の
状
況
を
地
域
別
に
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
、
国
の
最
も
基

本
的
な
調
査
で
、「
統
計
法
」
に
基
づ
き
、

国
内
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象

と
し
て
行
い
ま
す
。

　

調
査
事
項
は
「
国
勢
調
査
令
」
と
い
う

政
令
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
調
査

で
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

■
世
帯
員
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て

　

氏
名
、
男
女
の
別
、
出
生
の
年
月
、
世

帯
主
と
の
続
柄
、
配
偶
の
有
無
、
国
籍
、

現
在
の
場
所
に
住
ん
で
い
る
期
間
、
５
年

前
に
住
ん
で
い
た
場
所
、
教
育
（
学
歴
）、

１
週
間
に
仕
事
を
し
た
か
、
従
業
地
ま
た

は
通
学
地
、
従
業
地
ま
た
は
通
学
地
ま
で

の
利
用
交
通
手
段
、勤
め
か
自
営
か
の
別
、

勤
め
先
な
ど
の
名
称
お
よ
び
事
業
の
内
容

（
産
業
）、
本
人
の
仕
事
の
内
容
（
職
業
）、

計
15
項
目

■
世
帯
に
つ
い
て

　

世
帯
の
種
類
、
世
帯
員
の
数
、
住
居
の

種
類
、
住
宅
の
建
て
方
、
住
宅
の
床
面
積
、

計
5
項
目

　

平
成
22
年
国
勢
調
査
は
、
平
成
22
年

10
月
１
日
現
在
で
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま

す
。
調
査
の
対
象
は
、
日
本
に
ふ
だ
ん
住

ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
で
す
。（
外
国
人

も
含
ま
れ
ま
す
）

　

国
勢
調
査
は
、
国
（
総
務
省
統
計
局
）

▼
都
道
府
県
▼
市
区
町
村
▼
国
勢
調
査
指

導
員
▼
国
勢
調
査
員
▼
世
帯
の
流
れ
で
行

い
ま
す
。

　

９
月
下
旬
か
ら
市
の
推
薦
に
基
づ
き
総

務
大
臣
が
任
命
し
た
調
査
員
が
、
各
世
帯

を
訪
問
し
て
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。
世

帯
で
10
月
１
日
現
在
の
状
況
を
記
入
し
て

い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
封
筒
に
入
れ
て

封
を
し
た
上
で
調
査
員
に
渡
し
て
い
た
だ

く
か
、
市
に
郵
送
で
提
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

調
査
の
対
象
者
に
は
答
え
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。

　

統
計
調
査
を
実
施
し
、
正
し
い
統
計
を

得
る
た
め
に
は
、
正
確
に
回
答
し
て
も
ら

う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。こ
の
た
め
、

「
統
計
法
」
お
よ
び
「
国
勢
調
査
令
」
に
お

い
て
、
答
え
る
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
関
係
者
に
は
守
秘
義
務
が

課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
調
査
の
対
象
者
に

は
答
え
る
義
務
が
あ
る
一
方
で
、
安
心
し

て
調
査
に
協
力
で
き
る
よ
う
、
調
査
員
を

は
じ
め
と
す
る
調
査
関
係
者
に
は
「
統
計

法
」
に
よ
り
守
秘
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
み
な
さ
ん
が
記
入
し
た
内
容
は
大

切
に
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
勢
調
査
で
得
た
結
果
は
、
法
定
人
口

と
し
て
議
員
定
数
の
決
定
や
地
方
交
付
税

交
付
金
の
配
分
に
用
い
ら
れ
た
り
、
国
お

よ
び
地
方
公
共
団
体
の
社
会
福
祉
や
経
済

対
策
な
ど
の
施
策
の
資
料
と
し
て
も
使
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
国
勢
調
査
の
結
果
は
、

ど
な
た
で
も
閲
覧
・
利
用
が
で
き
ま
す
。

調
査
票
の
提
出
方
法
が

変
わ
り
ま
す

●
調
査
票
は
封
入
し
て
提
出
し
ま
す

　

今
回
は
す
べ
て
の
世
帯
が
調
査
票
を
封

筒
に
入
れ
て
提
出
す
る
方
法
と
な
り
、
今

ま
で
の
よ
う
に
調
査
員
が
調
査
票
を
審
査

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
調
査
票
は
郵
送
で
も

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

調
査
票
は
調
査
員
が
回
収
に
お
伺
い
し

ま
す
が
、
希
望
に
よ
り
郵
送
に
て
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
か
た
り
調
査
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
勢
調
査
員
は
「
国
勢
調
査
員
証
」
を

身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
不
審
に
思
わ
れ
た

場
合
に
は
、
市
担
当
者
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

国
勢
調
査
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

・
国
勢
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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午
前
8
時
〜
午
後
9
時
（
土
・
日
・
祝

日
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
）

・
平
成
22
年
国
勢
調
査
長
門
市
実
施
本
部

　

長
門
市
役
所
企
画
政
策
課
内

 

℡
23
‐
１
１
１
６

国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

今
年
の
10
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
全
国
一
斉
に
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
国
勢
調
査
は

国
内
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
行
政
の
基
礎
と
な
る
人
口
・
世
帯
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
国
の
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
す
。
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲国勢調査調査票
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国勢調査による長門市の産業別人口推移

国勢調査による長門市の地区別人口推移

こんな調査員が訪問します

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

第１次産業

第２次産業

第３次産業

長門地区

油谷地区

三隅地区

日置地区


